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庄原市告示第127号 

 

 

公募型プロポーザルの執行について 

 

 

公募型プロポーザルを行うので、次の実施要領のとおり告示する。 

 

 

令和７年11月５日 

 

 

庄原市長 八 谷 恭 介    

 

 

 

第３期庄原市行政経営改革大綱策定支援業務に係る企画提案実施要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、本市が実施する、第３期庄原市行政経営改革大綱策定支援業務を委託するにあたり、

受託者を選定するための企画提案に 関して必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

第３期庄原市行政経営改革大綱策定支援業務 

（２）委託期間 

契約締結日から令和８年９月 30日まで 

（３）業務の内容 

本業務の内容は「第３期庄原市行政経営改革大綱策定支援業務仕様書」のとおりとする。 

ただし、本要領４（４）における最優秀提案者として選考された事業者の企画提案、事業進捗等

に応じて、内容を調整することがある。 
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（４）予算規模 

本業務の予算規模は8,470千円（消費税及び地方消費税を含む。）以下を予定している。ただし、

令和７年度から令和８年度の債務負担予算とし、令和７年度 6,523 千円、令和８年度 1,947 千円以

内とする。 

 

３ 参加資格者 

業務の実施に必要な能力を有する者で、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者を対象とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない者 

（２）企画提案書の提出期限の日までに、庄原市建設業者指名除外基準要綱（平成 17 年庄原市告示 

131号）又は広島県建設業者等指名除外要綱の各規定による指名除外を受けていない者 

（３）市税（事業者における法人市民税・固定資産税・軽自動車税）の滞納がない者 

（４）国に納付すべき消費税・地方消費税及び法人税の滞納がない者 

（５）経営不振の状態（会社更生法に基づき更生手続き開始の申し立てをした又はされたとき、民事 

再生法に基づき再生手続き開始の申し立てをした又はされたとき、手形又は小切手が不渡りに  

なったとき等。ただし、庄原市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。）にないこと。 

（６）参加形態は単体事業体参加とし、平成 27年度以降において、他市区町村が発注した行政経営改

革等の策定支援業務又は行政経営改革の実行のための支援業務（EBPM（証拠に基づく政策立案）の

推進支援、行政評価の実施支援等）、長期総合計画のいずれかを受託した実績を有すること。 

ただし、アンケート調査等、業務の一部のみを受託した実績は含まない。 

 

４ 企画提案の手順 

（１）参加表明書等の提出 

プロポーザルに参加を希望する者は、参加表明書等を次のとおり提出しなければならない。 

なお、参加資格を満たさないと判断した者については、令和７年 11 月 20 日（木）17 時までに  

電子メールでその旨を通知する。 

① 提出物及び提出部数等 

（ア）参加表明書   （様式－１）        Ａ４版    １部提出 

（イ）同種業務受託実績（様式－２）        Ａ４版    １部提出 

（ウ）業務実施体制  （様式－３）        Ａ４版    １部提出 

（エ）会社概要資料（様式なし。会社パンフレット等で可）      １部提出 

（オ）登記簿謄本 （写しでも可）                                 １部提出 

（カ）直近事業年度の財務諸表（決算書）              １部提出 

（キ）納税証明書 （消費税及び法人税。写しでも可）          １部提出 

（ク）市税等納税調査承諾書（様式－４）      Ａ４版    １部提出 

② 提出期限 令和７年 11月 18日（火）17時まで 
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③ 提出先 「７ 連絡先及び提出先」に示される部署 

④ 提出方法 持参または郵送、電子データにより提出。ただし、郵送による場合は期限とする 

日時までに必着のこと。 

※ 電子データにより送付する際は、「７ 連絡先及び提出先」に示す連絡先に電話連絡を行うこと 

（２）質問事項の受付・回答 

参加表明書等を提出した者を対象として、仕様書及び企画提案実施要領に関する質問を受け付け

る。質問がある場合は、質問書（様式－５）を次のとおり提出すること。なお、質問書を送付した

場合は、電話でその旨を連絡すること。 

① 提出期限 令和７年 11月 28日（金）17時まで 

② 提出先 「７．連絡先及び提出先」に示される部署 

③ 提出方法 電子メールによる。 

なお、件名は「第３期庄原市行政経営改革大綱策定支援業務に関する質問」とすること。 

④ 質問回答方法 

質問に対する回答は、令和７年 12月４日（木）までに全ての質問に対する回答を取りまとめ、 

電子メールにてプロポーザル参加者全員に送付する。 

（３）企画提案書の提出 

プロポーザルに参加する者は、企画提案書を次のとおり提出しなければならない。 

なお、審査の公平性、透明性を図るため、企画提案書には、社名や商標、記号など、提出者を 

認識できるものを表示しないこと。 

様式は任意とし、部数は 15部、企画提案書に使用する言語は日本語、通貨は円とする。 

① 提出物 

（ア）企画提案書 

・用紙は原則Ａ４版、横書き、文字サイズ 10.5ポイント以上 

・表紙を除き、10ページ以内で両面印刷とする 

・Ａ３版の資料を挿入する場合は、片面印刷としＡ４版２枚とカウントする 

（イ）参考見積書（当該業務に係る所要経費全てを見積もり、積算根拠も明記） 

（ウ）実施スケジュール表 

※（イ）（ウ）ともに２ヵ年分の内訳を明記すること 
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② 企画提案書への記載事項 

（ア）業務遂行にあたっての基本方針 

（イ）基礎調査の内容・方法、調査分析の手法 

（ウ）大綱全体に関する企画・構成 

・改革の方向性の構築手法 

・大綱に掲げる目標指標に関する設定・検証 

・第３期庄原市長期総合計画との整合（第３期庄原市長期総合計画の概要資料は、令和７年 11月 

19日までに市が提供する。） 

・政策・施策具体的な取り組みの体系的整理の方法 等 

(エ) 大綱策定全般に関する具体的支援方法 

・市民アンケート、会議の運営、パブリックコメントの実施 等 

(オ) 庄原市第３期行政経営改革大綱実施計画の策定支援 

(カ) その他委託業務の実施に関する独自提案 など 

③ 提出期限 令和７年 12月 11日（木）17時まで 

④ 提出方法 持参または郵送。ただし、郵送による場合は期限とする日時までに必着のこと。 

（４）最優秀提案者の選定 

提案書及び提案書に係るプレゼンテーション等の内容をもとに、「プロポーザル方式による  

第３期庄原市行政経営改革大綱策定支援業務に関する受託候補者選定審査会」において審査を行い、

評価が最も高かった者を最優秀提案者、２番目に評価の高かった者を次点者として選定する。 

① プレゼンテーションの実施 

（ア）方法 

本市に提出した企画提案書に基づき、提案者がプレゼンテーション方式で説明を行う。プレゼン

テーションに際して、パワーポイント等の使用は認めるが、当初提出した書類に追加する提案の説

明や追加資料は認めない。また、パソコンを使用して説明を行う場合、プロジェクター及びスクリ

ーンは本市で用意をするが、パソコンは提案各社で用意すること。 

（イ）時間 

１社につき、提案説明 20 分の後、10 分間の質疑応答時間を設ける。なお、説明時間を超過 

した場合は、中途でも打ち切ることとするので留意すること。 

（ウ）出席者及び説明者 

プレゼンテーションへの出席者は、業務実施体制（様式－３）に記載された配置技術者  

（研究員）３名以内とし、主たる従事者が説明を行うこととする。 

（エ）開催日時 

令和７年 12月 18日（木）※時間等の詳細は後日書面で通知する 
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② 審査基準 

企画提案者の審査は、「第３期庄原市行政経営改革大綱策定支援業務プロポーザル審査基準」に

定めた基準に基づき行う。 

（５）選定結果の通知 

審査結果の確定後、速やかに全ての提案者に対し通知する。なお、通知の際は、当該企画提案

者の選定結果及び採点の内訳に加え、最優秀提案者と次点者の商号又は名称について通知するも

のとする。 

（６）契約 

選定された最優秀提案者との間で、最終的な協議調整を行った上で、予算の範囲内で本業務の 

委託契約を締結する。 
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５ 実施スケジュール 

日  程 内  容 

令和７年11月５日 第１回審査会開催・実施要領等の告示 

令和７年11月６日（木）～11月18日（火） 参加表明書等提出期間 

令和７年11月20日（木） 参加資格の審査結果・提案審査実施日の通知 

令和７年11月20日（木）～11月28日（金） 仕様書に関する質問受付 

令和７年11月20日（木）～12月11日（木） 企画提案書等の提出 

令和７年12月18日（木） 第２回審査会開催（提案審査） 

令和７年12月22日（月） 審査結果通知・契約執行伺い 

令和７年12月下旬 契約締結手続き 

 

６ その他の留意事項 

（１）企画提案に係る全ての費用は参加者の負担とする。 

（２）提出された書類は返却しない。 

（３）提出された書類の受領後の差し替え及び再提出は認めない。 

（４）提出された書類は、必要に応じ複写することがある。 

（５）提案書提出者は、選定結果の通知に対して、書面を受領した日から本市の定める休日を除く５日

以内に、書面により説明を求めることができる。 

（６）前項の求めがあった場合には、書面を受領した日から本市の定める休日を除く 10 日以内に電子

メールにより回答する。ただし、法人または個人に関する情報で、公にすることにより、当該法人

または個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの、その他本市の情報

公開条例に定める非公開情報に関する事項については除く。 

（７）虚偽の記載、審査委員会の構成員または関係者との接触、その他選定結果に影響を与える不正な

行為等があった場合は、失格とし選考の対象としない。 

 

７ 連絡先及び提出先 

〒７２７－８５０１ 広島県庄原市中本町一丁目 10番 1号 

庄原市役所 総務部 管財課 契約係  担当：加藤 

電話 ０８２４－７３－１２０３ 

FAX  ０８２４－７２－３３２２ 

メールアドレス keiyaku@city.shobara.lg.jp 

 


